
269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 

歴史的風致維持向上施設の整備 

又は管理等に関する事項 
 

 

 

 

 

 

 

 



佐渡市歴史的風致維持向上計画 
 

270 

 
１．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針 

 

本市の歴史的風致は、重点区域である鉱山町相川を中心として地域のみなら

ず、祭礼や芸能、伝統行事、伝統産業等の様々な歴史的風致が市内全域に渡って

広く分布している。これらの歴史的風致を維持向上させるためには、重点区域を

核としつつ、周辺地域にも効果を波及させることが必要であり、歴史的風致維持

向上施設の整備と管理に関する各種事業を適切に行っていくことが必要である。 

本計画における歴史的風致維持向上施設は、地域における歴史的風致の維持

及び向上に寄与する公共施設や公用施設等であり、これらの整備と管理を適切

に行うことにより、本市における歴史まちづくりの推進を図る。 

歴史的風致維持向上施設の整備は、歴史的風致を構成する建造物の保存や修

理、活用等を行うとともに、その周辺の歴史的まち並みの保全、形成を図りなが

ら、本市の歴史的景観に関する情報発信や周遊性の向上などに寄与する各種事

業を実施する。 

なお、事業の実施に際しては、当該施設や周辺環境の歴史的・文化的背景や、

そこで行われる活動との関係等について十分に調査、把握したうえで、市民や来

訪者が本市の歴史的風致を身近に感じ取れるように、関係機関や地域住民等と

の協議、連携を図りながら行うこととする。 

歴史的風致維持向上施設の管理は、施設の所有者や管理者、関係機関等が十分

な協議、調整を図りながら、関係法令や条例に基づき、適切な維持管理に努める。   

また、地域住民や関連団体等の理解や協力を得ながら連携して取り組み、必要

に応じて所有者等に対して指導・助言を行うこととする。 

さらに、住民や来訪者に対して、歴史的風致の普及啓発に取り組むことにより、

歴史的建造物や活動の保存等に対する認識を深め、官民の協働により施設の維

持管理や活動の継承に取り組むこととする。 

 

歴史的風致維持向上施設について（歴史まちづくり法運用指針抜粋） 

歴史的風致維持向上施設とは、道路、駐車場、公園、水路、下水道、緑地、

広場、河川、運河及び海岸並びに防水、防砂の施設といった公共施設（法第

2条第 1項、政令第 1条）のほか、看板等の案内施設や、交流施設、体験学

習施設、集会施設、倉庫などの公用施設、また旧宅などの歴史的な建造物を

復原した公的施設などを含むものであり、道路、河川その他の土木施設等地

域の歴史的風致を形成するものや、地域の伝統を反映した人々の活動が行

われる場となるものなど、歴史的風致の維持及び向上に寄与するものであ

る。 
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２．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事業 

 

佐渡市では、歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針に基

づき、以下の事業を推進する。 

 

（１）歴史的建造物に関する事業 

①佐渡奉行所整備事業 

②相川郷土博物館整備事業 

③旧相川税務署保存修理事業 

④旧佐渡鉱山採鉱施設保存活用整備事業 

⑤史跡佐渡金銀山遺跡保存活用整備事業 

 

（２）まち並み整備と防災・防犯に関する事業 

①重要文化的景観整備事業 

②空き家等対策事業 

③地域防災力向上支援事業 

④道路美装化事業 

⑤階段整備事業 

⑥街路灯整備事業 

 

（３）歴史的な活動と拠点施設整備に関する事業 

①地域行事等支援事業 

②拠点施設整備事業 

③文化施設への映像体験設備導入事業 

 

（４）観光振興と周辺駐車場などの環境に関する事業 

①北沢浮遊選鉱場ライトアップ事業 

②まちあるきによる文化財等散策事業 

③文化財看板等整備事業 

④観光パンフレット多言語化事業 

⑤観光ガイド育成・活用事業 

⑥レンタサイクル整備事業 

⑦弥十郎駐車場再整備事業 

⑧渋滞緩和対策事業 

⑨来訪者用トイレ改修事業 

⑩歴史文化啓発グッズ開発事業  
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歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事業の位置 
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（１）歴史的建造物に関する事業 

事 業 名 (1)-①佐渡奉行所整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 佐渡市単独事業 

事 業 期 間 令和 5 年度～令和 9年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要 
 

佐渡奉行所 

史跡「佐渡金銀山遺跡」の一部である佐渡奉行所跡に復元さ

れた建造物である佐渡奉行所は、経年劣化による破損等が懸

念されるため、屋根及び外壁等の改修を行うほか、展示設備の

整備を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

佐渡奉行所は、佐渡金銀山の歴史・文化を伝える重要な建造

物に位置付けられており、普段から来訪者が数多く訪れる場

所である。また、善知鳥
う と う

神社祭礼の渡
と

御
ぎょ

のコース上に立地して

いることから、この施設の安全性を高め、さらなる魅力向上を

図ることにより、鉱山町相川の善知鳥
う と う

神社祭礼にみる歴史的

風致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (1)-②相川郷土博物館整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 

令和 3～6年度 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 

（歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業） 

令和 2～6年度 新潟県世界遺産登録推進事業補助金 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 6年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要   
相川郷土博物館 

史跡「佐渡金銀山遺跡」の一部である御料局佐渡支庁跡は現

在、相川郷土博物館に利活用されているが、経年劣化による破

損等が懸念される。今後も引き続き来訪者が訪れる施設であ

るため、耐震補強を含む、改修や展示内容の変更を伴う整備を

行う。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

相川郷土博物館は、世界遺産登録を目指す当地の貴重な資

料を展示する施設であり、歴史・文化を学ぶ重要な建造物と位

置付けられている。また、善知鳥
う と う

神社祭礼ではお祓いと巫女の

神楽が奉納されている。よって、この施設のさらなる活用を図

ることが、域内の賑わい創出及び歴史文化に触れる機会に結

び付くことから、鉱山町相川の善知鳥
う と う

神社祭礼にみる歴史的

風致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (1)-③旧相川税務署保存修理事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 佐渡市単独事業 

事 業 期 間 令和 7 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要 
 

旧相川税務署 

登録有形文化財である旧相川税務署は、現在、経年劣化等に

より内部公開等が行えない状態であるが、耐震性の向上を含

む保存整備を実施するとともに、一般公開のほか、来訪者の憩

いの場としての活用を図る。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

地域のシンボル的存在である旧相川税務署の公開活用を図

ることにより、市民及び来訪者の歴史的建造物への関心の高

まりに結び付く。また、善知鳥
う と う

神社祭礼の渡
と

御
ぎょ

のコース上に位

置していることから、この施設の安全性を高め、さらなる魅力

向上を図ることにより、鉱山町相川の善知鳥
う と う

神社祭礼にみる

歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (1)-④旧佐渡鉱山採鉱施設保存活用整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 

平成 29～令和 11 年度 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 

（建造物保存修理事業） 

平成 29～令和 11 年度 新潟県世界遺産登録推進事業補助金 

事 業 期 間 平成 29 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要   
大立竪坑櫓         大立竪坑捲揚機室 

重要文化財（建造物）「旧佐渡鉱山採鉱施設」である大立竪坑櫓、

大立竪坑捲揚機室、高任
たかとう

粗砕場は、経年劣化による建造物や構造物

等の毀損が進行しているため、これらの修理をはじめとする保存や

公開活用に向けた整備を行う。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

重要文化財である旧佐渡鉱山採鉱施設は、近代鉱山として

再整備された昭和期の佐渡金銀山の歴史・文化を伝える重要

な建造物と位置付けられている。また、来訪者が現地見学を行

うコース上にあることでも好立地な建造物である。本事業を

実施することにより、さらなる魅力向上を図ることが可能と

なり、新たな賑わい創出及び歴史文化に触れる機会に結び付

けられることから、重点区域内の歴史的風致の維持及び向上

に寄与する。 
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事 業 名 (1)-⑤史跡佐渡金銀山遺跡保存活用整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 

令和 2～令和 11年度 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 

（歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業） 

令和 2～令和 11年度 新潟県世界遺産登録推進事業補助金 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要   
大間港のトラス橋(測量調査)    上相川地区(サイン設置) 

相川地区の史跡「佐渡金銀山遺跡」において、専門家の指導・

助言を受けながら、経年劣化の進行する遺構の保存に向けた

測量調査等を実施するほか、来訪者用の解説・誘導サインを設

置し、受入れ態勢の充実を図る。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

史跡佐渡金銀山遺跡は、佐渡金銀山の歴史・文化を伝える重

要な史跡と位置付けられている。また、来訪者が現地見学を行

うコース上にあることでも好立地である。本事業を実施する

ことにより、さらなる魅力向上を図ることが可能となり、新た

な賑わい創出及び歴史文化に触れる機会に結び付け、重点区

域内の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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（２）まち並み整備と防災・防犯に関する事業 

事 業 名 (2)-①重要文化的景観整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
平成 28～令和 11 年度 国宝重要文化財等保存整備費補助金 

平成 28～令和 11 年度 新潟県世界遺産登録推進事業 

事 業 期 間 平成 28 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 

  
鉱山町のまち並み 

地域内には、重要文化的景観の重要な構成要素となってい

る歴史的な建造物等が多数存在しているが、それら建造物等

の修理や修景に関する費用の一部を補助金により支援する。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

相川地区重要文化的景観の重要な構成要素となる建物は、

通常の建造物よりも修理・修景に多額の費用が掛かるなど、良

好な景観を保全するための制約も大きいが、本事業を実施す

ることで、地域住民や来訪者の歴史・文化への関心を高め、文

化的景観の魅力向上を図ることにより、重点区域内の歴史的

風致の維持向上に寄与する。 
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事 業 名 (2)-②空き家等対策事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 

令和元～3年度 空き家対策総合支援事業 

令和 2～6年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和元年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 

空き家等の有効活用を通して、地域の活性化及び良好な景

観の形成の促進を図ることを目的に、空き家等の再生に必要

な改修経費等の一部について補助金を交付する。 

また、歴史的建造物ではなく、景観を阻害している物件につ

いては、所有者等と連携を図り、除却する対策を講ずる。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

既存の建物を可能な限り再生し活用することにより定住人

口の増加を図り、地域の賑わいを創出するとともに、地域住民

や来訪者の歴史・文化への関心を高め、文化的景観の魅力向上

を図ることにより、重点区域内の歴史的風致の維持向上に寄

与する。 
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事 業 名 (2)-③地域防災力向上支援事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 2～6年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和元年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要   
防災訓練の様子          上町の消火栓 

文化的景観を構成する建造物が密集する上町等において、

火災等に対する安全対策のため、耐震性貯水槽及び消火栓を

整備するなど、防火機能の強化を図る。 

また、自主防災組織の育成・強化のため、講演会や防災訓練

を実施する。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

文化的景観の重要な構成要素となっている建造物が点在す

る上町をはじめとする重点区域内には、貴重な建築物が多数存

在する。このことから、防火機能を強化することにより、重点

区域内の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (2)-④道路美装化事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 2～6年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 6年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要 

  
現在の路面舗装（京町通り） 

歴史的建造物等を回遊する際の来訪者の利便性向上のた

め、重点区域内の市道の舗装及び側溝蓋等の美装化を行う。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

来訪者が通る道路等の美装化を図ることは、重点区域内に

点在する歴史的な建造物等へのアクセスを容易にするなど、

回遊性の向上が期待できる。 

これにより、歴史・文化に触れる機会をより多く提供できる

ことから、重点区域内の歴史的風致の維持及び向上に寄与す

る。 
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事 業 名 (2)-⑤階段整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 2～6年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 6年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要 
  

長坂の階段 

坂の多い重点区域内において、市民や来訪者の歩行を補助

するため、周囲の歴史的な背景を持つまち並みに調和したデ

ザインの新たな手摺りを設置するとともに、階段の修繕等も

併せて行う。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

まち並みに調和した手摺りや階段面の整備を進めること

で、市民や来訪者の回遊時の安全性の向上と良好な景観の形

成が図られると同時に、歴史・文化に触れる機会をより多く提

供できることから、重点区域内の歴史的風致の維持及び向上

に寄与する。 
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事 業 名 (2)-⑥街路灯整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 2～6年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 6年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 

  
羽田商店街の街路灯       羽田商店街のまち並み 

歴史的な風情を色濃く残すまち並みに調和した街路灯を整

備し、まち並みのイメージアップを図る。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

鉱山祭
まつり

で賑わう通り沿いを中心に、多くの街路灯が設置さ

れているが、これらの街路灯を景観と調和したものに再整備

することにより、歴史的なまち並みの魅力をさらに高めるこ

とができることから、鉱山町相川の鉱山祭
まつり

にみる歴史的風致

の維持及び向上に寄与する。 
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（３）歴史的な活動と拠点施設整備に関する事業 

事 業 名 (3)-①地域行事等支援事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 佐渡市単独事業 

事 業 期 間 平成 30 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 
  

春日神社薪
たきぎ

能
のう

            宵乃舞 

市民団体等が主体となって行う祭り行事、イベント等であ

る「春日神社薪
たきぎ

能
のう

」、「宵乃舞」などに対し、さらに多くの集

客を図るため、その費用の一部を支援する。なお、必要に応じ

て学識経験者など、専門家からの指導・助言を得ながら、文化

財としての価値についても考慮し、事業を進めていく。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

重点区域内に存在する歴史的建造物や文化的な景観を活か

した祭り行事、イベントへのさらなる集客を図ることにより、

歴史・文化に触れる機会をより多く提供することが出来る。こ

れにより、重点区域内の歴史的風致の維持及び向上に寄与す

る。 
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事 業 名 (3)-②拠点施設整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 3～6年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和 3 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要   
旧深見家住宅          旧鉱山倶楽部 

上町を中心に、地域の拠点と成り得る公有化した歴史的建

造物（旧深見家住宅、旧鉱山倶楽部、左門町住宅）が存在して

いる。これらについて、周辺の歴史的建造物と一体となったま

ち並みとしての景観保全を図り、人と文化の交流など、観光・

まちづくり等の拠点として整備する。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

まちあるきの拠点となる施設を新たに整備することによ

り、来訪者の歴史や文化的価値への関心を高めるとともに、文

化的景観の魅力向上を図ることができる。これにより、重点区

域内の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (3)-③文化施設への映像体験設備導入事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 佐渡市単独事業 

事 業 期 間 令和 3 年度～令和 9年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要 
  

佐渡奉行所          相川技能伝承展示館 

域内には、当時の歴史・文化を伝える貴重な建造物として復

元された佐渡奉行所、無
む

名
みょう

異
い

焼などの体験が出来る相川技能

伝承展示館が存在している。それらの施設の機能を更に強化

するため、映像体験設備等を導入する。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

佐渡奉行所や相川技能伝承展示館は、域内の歴史・文化につ

いて展示するとともに、体験が出来る重要な施設に位置付け

られており、映像技術を導入することで来訪者にさらに分か

りやすくこれらを伝えることができる。これにより、重点区域

内はもちろんのこと、相川金銀山産出の陶土（無
む

名
みょう

異
い

土）に

みる歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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（４）観光振興と周辺駐車場などの環境に関する事業 

事 業 名 (4)-①北沢浮遊選鉱場ライトアップ事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 令和元～3年度 離島活性化交付金 

事 業 期 間 平成 29 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要 
 

ライトアップされた北沢浮遊選鉱場 

世界遺産登録を目指す当地区において、当時の歴史・文化を

色濃く残す北沢浮遊選鉱場について、夜間ライトアップを行

う。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

北沢浮遊選鉱場は、鉱山町として栄えた当地を象徴する鉱

山施設の１つであり、当然のことながら、歴史上において鉱山

祭
まつり

と深く関わりを持っている。この施設の持つ歴史と魅力を

来訪者に伝えることにより、鉱山町相川の鉱山祭
まつり

にみる歴史

的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (4)-②まちあるきによる文化財等散策事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 佐渡市単独事業 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 

 
まちあるきの様子 

来訪者が域内の各所に存在する歴史的建造物を廻るため、

健康づくりを兼ね、まちあるきを行うための散策コースを設

定する。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

歴史的建造物を多数廻るコースを設置することにより、来

訪者が効率的にまちあるきを楽しむことが出来る。これによ

り、多くの歴史的建造物を見ることができるとともに、文化的

な景観を肌で感じることで、市民及び来訪者の歴史的建造物

への関心を高めることにより、重点区域内の歴史的風致の維

持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (4)-③文化財看板等整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 3～5年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和 3 年度～令和 5年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 

 
来訪者誘導サイン 

多言語化や通信機器に対応した文化財解説板のほか、来訪

者誘導のためのサイン及び散策マナー周知看板等の設置を行

う。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

歴史的建造物等を多国語で総合的に案内する解説板を設置

することにより、市民や外国人観光客を含めた来訪者の歴史

的建造物への理解を深めるとともに、誘導のためのサインを

設置することにより、歴史的風致相互の回遊性向上を図り、域

内の魅力向上や賑わいを創出することで、市全体の歴史的風

致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (4)-④観光パンフレット多言語化事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 令和元～3年度 地方創生推進交付金  

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 
外国人観光客を含めた来訪者に効率的・効果的に情報発信

するため、多言語に対応したパンフレット等を作成する。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

文化財や歴史的風致等の多様な魅力について、市民や外国

人観光客を含めた来訪者に提供することにより、歴史的建造

物に対する理解を深めるとともに、回遊性の向上を図ること

により、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (4)-⑤観光ガイド育成・活用事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 2～6年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 6年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 
 

観光ガイドの様子 

歴史的建造物や歴史・文化について語ることのできる市民

ガイドの育成を強化する。併せて、今後増加が予想される外国

人来訪者に向けた外国語ガイドの育成を行うとともに、活用

の仕組みを構築する。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

邦人はもちろんのこと、外国人来訪者に対し、歴史的建造物

や歴史・文化の説明を現地で直接行い、域内の魅力を肌で感じ

てもらうことにより、市全体の歴史的風致の維持及び向上に

寄与する。 
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事 業 名 (4)-⑥レンタサイクル整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 3年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和 3年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 

 
レンタサイクル（電動アシスト自転車） 

坂道の多い重点区域内の利便性向上のため、来訪者が借り

られる電動アシスト自転車を整備する。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

来訪者の利便性向上を図り、多くの歴史的建造物等を訪れ

る機会を提供し、より身近に域内の歴史・文化を感じてもら

う。これにより、域内全体の文化的な魅力の理解を図り、重点

区域内の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (4)-⑦弥十郎駐車場再整備事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 3～4年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和 3 年度～令和 4年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要  
弥十郎駐車場 

現在ある弥十郎駐車場について、隣地に新たなスペースを

確保し、駐車場の増設をするとともに、公園を併設し、来訪者

が利用しやすいものとなるように再整備を行う。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

歴史的建造物が点在する上町における来訪者の主要な駐車

場と位置付け、まちあるきをする際の拠点として再整備する

ことにより、域内の魅力向上や賑わいを創出することができ

ることから、重点区域内の歴史的風致の維持及び向上に寄与

する。 
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事 業 名 (4)-⑧渋滞緩和対策事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 2年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和元年度～令和 6年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 

重点区域内においては「まちあるき」を推奨しているが、駐

車スペースの確保や道幅の狭い道路等の改修が課題となって

いる。この課題を解消するための調査及び検討を行うととも

に、検討結果に基づく新たな駐車場の整備や道路改修等を行

い、来訪者の利便性向上を図る。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

遊休地を利用した一定規模の駐車場を整備し、来訪者等の

車両を集約することにより、他の来訪者の回遊時の安全性の

向上及び良好な景観の形成の促進を図ることで、重点区域内

の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 

 



第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 
 

295 

 

事 業 名 (4)-⑨来訪者用トイレ改修事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 佐渡市単独事業 

事 業 期 間 令和 2年度 

事 業 位 置 

 

事 業 概 要 
 

相川公園のトイレ 

相川公園内に設置された公衆トイレの和式便器の洋式化を

実施する。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

市民や外国人旅行者のニーズに応じた利便性の向上を図

り、域内の魅力向上や賑わいを創出することで、重点区域内の

歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 
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事 業 名 (4)-⑩歴史文化啓発グッズ開発事業 

事 業 主 体 佐渡市 

支 援 事 業 名 
令和 3～4年度 社会資本整備総合交付金 

（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 令和 3 年度～令和 4年度 

事 業 位 置 

重点区域全域 

 

事 業 概 要 

世界遺産登録を目指す佐渡金銀山の魅力を広く発信するた

め、金銀山関連のグッズや商品、サービスの開発に向けた取り

組みを行う。 

事業が歴史的

風致の維持向

上に寄与する

理由 

来訪者がさらに重点区域内の歴史や文化への愛着を育くむ

ことが出来るように、親しみやすいグッズやサービスを提供

する。これにより、地元事業者の活性化が図られ、新たな賑わ

いを創出することにより、重点区域内の歴史的風致の維持及

び向上に寄与する。 

 




